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【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年5月12日(2010.5.12)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８９】
　本発明はＡＲＰ標準を変更しないので、特別なＡＲＰ開始ルーティンは必要ではない。
一方本発明の別の実施形態では、リンク品質監視システムが上記のＡＲＰソリューション
と共に導入され、制御トラフィック量をさらに削減し、トラフィック速度を増大させるこ
とができる。ノード間のリンク品質、例えば無線品質、確認情報、ビットエラー率、また
は（例えば伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）からの）データ速度のスループットを測定する
ことにより、検出したリンク品質の低下に基づいて、積極的なＡＲＰのリスティングの更
新が可能である。そのようなスキームはデータパケットのロス量を削減することができ、
インフラストラクチャの制御トラフィック量を削減する。（参照により本明細書に組み込
まれる）ＰＣＴ／ＳＥ０３／００２０７４では、アドホックネットワークにおけるリンク
品質調査のための類似のスキームが導入され、参照により本明細書に組み込まれている。
同じシステムがＡＲＰテーブルの更新時期の決定に使用されることができる。
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